
◎下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改

正する法律 
（令和七年五月二三日法律第四一号）   

一、 提案理由（令和七年四月一一日・衆議院経済産業委員会） 

○伊東国務大臣 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企

業振興法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げま

す。 

 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保でき

るようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不

可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の

拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情

が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代

金の額を決定することや、代金の支払い手段について手形を交付すること等を禁止する

旨追加することとしています。 

 第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二

以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。 

 第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大

小による基準を新設して、代金の支払い遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画におけ

る支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象とし

て、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他

の用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。 

 なお、これらの改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行することとしています。 

 以上が、この法律案の提案理由及び概要です。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 

二、 衆議院経済産業委員長報告（令和七年四月二四日） 

○宮崎政久君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事

業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、

製造等の目的物の引渡しに必要な運送委託を規制対象取引へ追加すること、協議を適切

に行わない代金額決定の禁止、手形による代金支払いの禁止等を行うほか、振興事業計

画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行うものであります。 



 本案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託されました。同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日及び十八日に質

疑を行いました。 

 質疑終局後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民

主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六会派共同提案により、この法律の施行期

日を「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「令

和八年一月一日」に改める修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をも

って可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和七年四月一八日） 

○山岡委員 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振

興法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣

旨及び概要について御説明をいたします。 

 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者、受注者の

対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる構造的な価

格転嫁の実現を図っていくことは大変重要であります。中小企業の価格転嫁が道半ばの

中で、本法律案の意義及び趣旨については大きく評価をいたします。 

 一方で、春季生活闘争の労使協議は通例、毎年一月の経済団体及び労働団体との懇談

会から始まっており、施行日を公布から一年以内の政令で定める日としている本法律案

の効力が、令和八年の春闘の労使協議に間に合うかどうかは微妙な日程となっていま

す。むしろ、本法律案の施行期日を明確に定め、その効力の予見性を高めることによ

り、施行日前後の企業間の価格交渉にもその影響が及ぶことが期待でき、来年の春闘を

見据えた中小企業の賃上げ原資の確保に着実につなげていくことができるものと考えま

す。 

 折しも米国トランプ政権による一律関税や相互関税措置が進められている現下の状況

は、日本国内の成長マインドに水を差しかねず、価格転嫁を着実に行う環境を少しでも

早期に整備することは、日本の産業のサプライチェーン全体が支え合い、困難な状況を

乗り切って適正な賃金につなげていくためにも重要であります。 

 本修正案は、施行期日を更に明らかにすることで、令和八年一月から行われる見込み

の春季生活闘争での本法律の実効性を確保するため、所要の規定の整備を図るものであ

ります。 

 次に、本修正案の内容について御説明申し上げます。 

 本修正案は、附則第一条の施行期日について、「公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日」から「令和八年一月一日」に改めることとしており



ます。 

 以上が、本修正案の趣旨及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願いいたします。 

○附帯決議（令和七年四月一八日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小企業の立場で考えていくと

の中小企業憲章の理念を踏まえ、我が国の経済活力の源泉である中小企業が、その力

を最大限発揮できるよう、労務費や原材料費、エネルギーコストの価格転嫁を更に推

進するため、必要な措置を検討すること。 

二 取引の適正化による価格転嫁から賃上げにつながる好循環が継続する社会の実現

に、国民全体の理解の醸成が図られるよう、取組を進めること。 

三 協議を適切に行わない代金額の決定等の禁止について、その違反に対して迅速かつ

的確に対処するために必要な措置を講ずること。特に、該当する違反行為について

は、具体的な基準を示すこと。さらに、委託事業者と中小受託事業者の代金に係る協

議が形骸化することのないよう、必要な措置についても併せて検討すること。 

四 本法において、適用基準として従業員数の基準を追加したが、今後も適用対象の見

直しを検討し、本法の効果を高めるよう努めること。 

五 本法施行後に、新たな手段による適用逃れなどの事例が起こらぬよう、中小事業者

や中小企業団体などとの情報共有や連携強化に更に努めること。また、適用逃れと見

られる事例が発生した場合には、速やかに対策を講ずること。 

六 本法に基づく検査等が実効的に行われ、あまねく全国において適正な取引の確保が

図られるよう、公正取引委員会の体制の抜本的な強化を図ること。また、本法施行後

三年を目途に、執行体制について、人員の増員や更なる関係省庁間の連携の強化を含

めた必要な見直しに努めること。 

七 本法をはじめとする価格転嫁等の取引適正化推進に関する諸施策や「下請」等の用

語の見直しについて、委託事業者及び中小受託事業者に対する一層の広報等の充実に

努め、周知徹底を図ること。 

八 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針は、価格転嫁の促進に効果が認

められているものの、その認知度は低い状況であることから、政府を挙げて周知徹底

を図ること。 

九 中小受託事業者まで適正な労務費を確保する等の観点から、本法の施行と並行し

て、各業界における理解の醸成に努めるとともに、現時点で二十一業種に限られてい

る「下請適正取引等推進のためのガイドライン」の策定を幅広い業種に拡大するよう

努めること。各省庁にあっては、所管する業界についてガイドラインの策定を進める

こと。あわせて、既に策定されているガイドラインにおいても、本法の趣旨が反映さ

れているかどうかを点検し、適宜更新をすること。 



十 サプライチェーン全体で価格転嫁等の取引適正化を推進するため、本法の対象とな

らない取引における優越的地位の濫用行為に対しても、引き続き独占禁止法に基づ

き、厳正に対処すること。 

十一 中小企業・小規模事業者が個々では解決できない課題に対応するため、全国中小

企業団体中央会を通じた中小企業組合の設立指導や運営指導に取り組むこと。また、

中小企業組合が主体となって、事業者と交渉を行うことで価格交渉力を強化できる団

体協約の活用について周知を図ること。 

三、 参議院経済産業委員長報告（令和七年五月一六日） 

○牧山ひろえ君 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企

業振興法の一部を改正する法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と

結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受

託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡

大、製造等の目的物の運送委託の規制対象取引への追加、協議を適切に行わない代金額

の決定の禁止、手形による代金支払の禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対

象への運送委託に係る事業者の追加等を行おうとするものであります。 

 なお、衆議院において、施行期日を公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から、令和八年一月一日に改めることを内容とする修正が行われて

おります。 

 委員会におきましては、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁に向けた方策、取

引の多重構造に伴う課題を解決する必要性、米国の関税措置の影響等について質疑が行

われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年五月一五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 中小企業憲章において、「困っている中小企業を支え、そして、どんな問題も中小

企業の立場で考えていく」との理念が示されていることを踏まえ、我が国の経済活力

の源泉である中小企業が、その力を最大限発揮できるよう、労務費や原材料費、エネ

ルギーコストの価格転嫁を更に推進するため、必要な措置を検討すること。 

二 取引の適正化による価格転嫁から賃上げにつながる好循環が継続する社会の実現に

ついて、国民全体の理解の醸成が図られるよう、取組を進めること。 

三 協議を適切に行わない代金の額の決定等の禁止について、その違反に対して迅速か

つ的確に対処するために必要な措置を講ずること。特に、該当する違反行為について



は、具体的な基準を示すこと。さらに、委託事業者と中小受託事業者の代金の額に関

する協議が形骸化することのないよう、必要な措置についても併せて検討すること。 

四 本法施行後には、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等

の防止に関する法律」及び「受託中小企業振興法」の適用基準として従業員数の基準

が追加されるが、今後も両法の適用対象の見直しを検討し、本法による改正の効果を

高めるよう努めること。 

五 本法施行後に、新たな手段による適用逃れなどの事例が起こらぬよう、中小事業者

や中小企業団体などとの情報共有や連携強化に更に努めること。また、適用逃れと見

られる事例が発生した場合には、速やかに対策を講ずること。 

六 本法に基づく検査等が実効的に行われ、あまねく全国において適正な取引の確保が

図られるよう、公正取引委員会の体制の抜本的な強化を図ること。また、本法施行後

三年を目途に、執行体制について、人員の増員や更なる関係省庁間の連携の強化を含

めた必要な見直しに努めること。 

七 本法に基づく施策を始めとする価格転嫁等の取引適正化推進に関する諸施策や「下

請」等の用語の見直しについて、委託事業者及び中小受託事業者に対する一層の広報

等の充実に努め、周知徹底を図ること。 

八 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」は、価格転嫁の促進に効果

が認められているものの、その認知度は低い状況であるため、政府を挙げて周知徹底

を図ること。 

九 中小受託事業者まで適正な労務費を確保する等の観点から、本法の施行と並行して、

各業界における理解の醸成に努めるとともに、現時点で二十一業種に限られている

「下請適正取引等推進のためのガイドライン」の策定を幅広い業種に拡大するよう努

めること。各省庁にあっては、所管する業界についてガイドラインの策定を進めるこ

と。あわせて、既に策定されているガイドラインにおいても、本法の趣旨が反映され

ているかどうかを点検し、適宜更新をすること。 

十 サプライチェーン全体で価格転嫁等の取引適正化を推進するため、「製造委託等に

係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」の対象となら

ない取引における優越的地位の濫用行為に対し、引き続き独占禁止法に基づき、厳正

に対処すること。 

十一 中小企業・小規模事業者が個々では解決できない課題に対応するため、全国中小

企業団体中央会を通じた中小企業組合の設立指導や運営指導に取り組むこと。また、

中小企業組合が主体となって、事業者と交渉を行うことで価格交渉力を強化できる団

体協約の活用について周知を図ること。 

  右決議する。 


